
第２号議案 

 

平成 3１年度  事 業 計 画 書 
 

 

当連合会は、本県緑化産業の中核を担う団体として、環境緑化に貢献し緑化産業を健

全に維持発展させるため、公益法人法及び定款の定めるところにより関係機関と連携を

図りながら、平成 31年度においても下記の事業を計画的かつ積極的に実施する。 

 

【公益事業】 

１ 福岡県緑化センター管理運営事業 

・県の施設である福岡県緑化センターの指定管理業者として、全国有数の緑化木生

産地である当地域のシンボルとなるよう、当センターに対して適切な維持管理を

行っていくとともに、講習会やイベントを積極的に実施していくことでより質の

高いサービスを県民に提供する。 

・緑の機能性研究会の協力のもと、緑化木の新たな利用方法の開発に取り組む。 

２ 緑化木生産振興事業 

・ほ場・出荷品評会を県と共催で実施する。 

・福岡県の緑を考える会と協力し、福岡県の推奨樹種であるギンバイカをはじめと

した緑化木の生産振興に取り組む。 

・農林水産まつりでの緑化木の展示・販売や機関誌やホームページなどを通して情

報の発信を行い、緑化木の生産振興を図る。 

３ 緑化関係講習会の開催 

・造園技能検定試験（１級、２級）の受検者を対象に学科と実技の講習会を実施し、

造園や緑化木について高い知識と技術を持った人材の育成に努める。 

４ 緑のキャンペーン 

・小中学校等公共施設で児童生徒と共に植樹活動を行い、子供たちに緑の大切さを

学んでもらう。 

 

【収益事業】 

１ 樹木資材斡旋事業 

・会員が生産する緑化木についての販売斡旋及び会員に対する肥料等資・機材の斡

旋を行う。 

２ 樹木管理技能者育成事業 

・高齢者の就労支援を図るため、シルバー人材センターの会員及び今後の参入予定

者を対象に、剪定等の樹木緑地管理作業の技能向上と安全作業に関する講習会を

実施する。 

 

この他、会務については、公益法人の制度に則った管理・運営・会計を実施していく

こととしたい。 


